
（11）消費生活出前講座の活用について 

町では、自治会、高齢者学級等を対象に「消費生活出前講座」を実施しています。 

講師は、県の消費生活センターの専門相談員で、集落に出向き、最近増加する特殊詐

欺の被害防止、消費者トラブルの対処法、高齢者・子どもにおこりやすい危険情報など、消

費生活の安全・安心に関わる情報提供を行ないます。費用はかかりません。 

希望される集落は、住民課消費生活相談窓口までご相談ください。 

記 

１．実施時期   随時 

２．場   所   集落の集会施設等 

３．費   用   無料 

４．申込方法   事前（開催１か月前まで）に住民課にご連絡ください 

５．そ の 他 

・会場のご準備をお願いします。 

・住民課職員も同行します。 

【問い合わせ先】 

 住民課 消費生活相談窓口 担当 ： 吉野 真奈美 

 電話：６８-３１１５ ＦＡＸ：６８-３８６６ 

 Mail：juumin-k@houki-town.jp 
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